
 

 

 

2023税制改正が複数の修正を経て 4月 1日より施行 

 

 
 

PwCインド・ニュースフラッシュ 
 

  

 

2023年 2月 1日に発表された税制改正案は、3月 24日にインド連邦議会下院（Lok 

Sabha）でいくつかの修正点を加えられた後に可決されました。 

この修正点のうち、特に重要と思われる項目は以下のとおりです。 

• インドに PEを持たない非居住者の、ロイヤリティおよび技術的役務提供に係る

国内法上の源泉税率が 10％から 20％に引き上げられた（別途、教育目的税

およびサーチャージが適用）。 

※日系企業は一定のコンプライアンス手続きを履行することにより、引き続き日

印租税条約に規定されている軽減税率 10％を適用することが可能。 

• 2月の税制改正案の時点では、教育・医療以外を目的にインド送金自由化ス

キーム（LRS：Liberalized Remittance Scheme）を利用した場合、TCS税率は

5％から 20％に引き上げられるとされていたが、教育・医療が目的であっても年

間 70万ルピーを超える送金は税率引き上げの対象に含まれるとこととされた。 

• 不動産投資信託（REIT）、インフラ投資信託（InvIT）から支払われる利息が、源

泉徴収税の対象外となった。 

• 2月税制改正案の時点では、輸出のみを行うなど、GSTが免税となる事業の

みを行う業者について GSTの登録義務は不要とされていたが、今後も引き続

き登録が必要とされた。 

• GST租税裁判所（Goods and Services Tax Appellate Tribunal）の設立と、具

体的な組織構成が発表された。 



 
 

 

資料に関するお問い合わせ先（PwC インド） 

本件に関しましてご不明点などございましたら、以下の担当者までお知らせください。 
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マネージャー 奥田 忠規 （日本国公認会計士） 
Mobile: +91(0)88267 07989 
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マネージャー 武田 和幸 （日本国税理士） 
Mobile: +91(0) 86570 00151 
kazuyuki.a.takeda@pwc.com 

 

■バンガロール・チェンナイ 

 

アソシエイトディレクター 座喜味 太一 （日本国公認会計士） 
Mobile: +91(0)63664 40227 
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